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ポジティブリスト制度におけるカカオ豆の検査部位及び暫定基準値変更のお願い   

平素は当協会の活動にご理解いただきまして、厚く御礼申し上げます。  

さて、標記の件に関しましては、当協会としてポジティブリスト制度施行前の対応を含め、施行  

後の違反事例への対応等カカオ豆がきちんと輸入されるための努力をしてまいりましたが、カカ  

オ豆生産国の地域状況やEUなど世界の情勢変化を踏まえたとき、今後日本の業界が安定的にカ  

カオ豆を確保し、チョコレートやココアの事業を継続していけるために今般下記の要請をいたし  

たく、ご検討の程よろしくお願い申し上げます。  

記  

1．聯芯と施行後の違反事例への対応状況   

①ポジティブリスト制度への対応については、業界全体の問題と捉え、制度施行前から主要な  

輸入国へ使節団を送り、関係官庁や業界団体に対し制度の趣旨や内容説明を行うとともに、農  

薬の使用状況調査や注意すべき農薬についての申し入れを行ってきました。   

②カカオ豆の基準値設定に当たって厚生労働省より指示をいただき協会として調査を行いまし  

たが、生産国には残留農薬の基準†匠はなく、EU諸国の基準値を調査し提出しました。その際  

オランダやドイツでは検査部位が「外皮を取り除いた豆」であることも報告しましたが、  

CODEX規格（1993年）が検査部位を「豆全体」としていることから、暫定基準設定には反  

映されなかった経緯にあります。   

③制度施行後、ガーナ国並びにエクアドル国からのカカオ豆で基準値を上回る違反事例が頻発  

したため、改めて調査団を送り、関係官庁や業界団体に対して、国としての適切な対応を要請  

するとともに、農家に不適切な農薬使用をさせないためのキャンペーン実施を要請しました。  

その後、ガーナ国では日本向けのカカオ豆については船積み前検査を実施することとなりまし  

たが、エクアドル国については、除草剤2，4－Dの分析が難しく、船積み前検査は実施され  

ていない状況にあります。  

→方、熱帯農業では、雨季に雑草が繁茂するため、米・トウモロコシ・サトウキビなどの農産  

物、牧草、家屋周辺の雑草に低毒性の除草剤2，4ⅦDが多く使用されていますが、バナナ・  



カカオなどの広葉に対しては使用されません。ポッド（カカオの実）より取り出された生豆か  

ら乾燥豆にいたる工程でのいわゆる環境由来の汚染が原因だと考えています。  

また、業界団体に対しては、農家が不適切な農薬使用や、コンタミを防止するためのポスター  

を作成し、可能な範囲に配布させて啓蒙活動を実施してきております。  

④上記のように、協会としては種々対応をとって違反の削減に取り組んできておりますが、制  

度施行以降今日まで違反数量は14，000トン余りとなり、カカオ豆の安定確保の懸念材料  

となっています。   

2働と生産国の動向   
（〇世界で一番カカオ豆を取り扱う地域であるEUが、2008年9月より新たなポジティブリ  

スト制度をスタートさせましたが、それに先立ち2006年2月にポジティブリスト制度にお  

けるカカオ豆の検査部位が公表されました。それによると検査部位は『Beansafterremovalof  

sllells－外皮を取り除いた豆－』となっており、外皮を取り除いた部分が検査対象だと位置づ  

けています。   

（∋また、EUにおけるカカオ豆の基準値については、消費者に安全であるならば構成国の中での  

最高値を基準値とすることとしているため、概ね日本の基準値に比較して高い値となっていま  

す。  

③米国のFDAにおいては、『検査する場合は、可食部のみを検査する』との見解を出していま  

すが、検査はほとんど行われていないのが実情であると聞いております。  

④今後米国、カナダ、オセアニア等が制度を見直す際は、EUの制度内容を参考に決めていくと  

考えられます。   

（ヨー方カカオ豆生産国では、世界の40％以上を扱うEUが新基準で運用されることになると、  

EUへのスタンスを重要視し、世界の2％以下しか扱わない日本に対しては、あまり重きを置  

かないスタンスに変わり、日本のみが世界のカカオ市場の中で孤立することが懸念されるとと  

もに、これらが世界の統一ルールになっていく可能性も十分あります。  

3＿，具体的要請事項  

①残留農薬検査におけるカカオ豆の検査部位の変更について  

上記の状況や、熱帯地域のカカオ豆生産国の状況を踏まえ、国際流通の観点から、まずは検査  

部位をEUと同様の「外皮を取り除いた豆」としていただくようお願いいたします。  

なお、具体的な検査方法につきましては、EUでは130℃－25分の予備加熱をしてから外  

皮を除去する方法が推奨されていますが、より合理的な方法として非加熱で外皮を除去する方  

法を提案いたします。  

②検査部位変更に伴うカカオ豆の基準値変更について  

ポジティブリスト制度発足時におけるカカオ豆の暫定基準値設定の経緯を踏まえ、カカオ豆の  

基準値をEUが新たに設定した基準値へ変更していただくようお願いいたします。  

＜参考資料＞   

①カカオ豆の組成   

②EUの検査部位規定と基準値   

③カカオ豆の外皮除去方法例（非加熱）   

④CODEXの外皮含有量の規定   

⑤カカオ豆の工業的処理法  
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参考資料②－1  
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COMMISS10NREGULAT70N（EqNo17＄I2006  

0flFebruaヮ2006  

amendingRegulation（EC）No396／200SoftheEuropeanParliamentandofthecounci）toestablish  
AnnexIlistingthefoodandfeedproductstowhichmaxirm，m）evelsforpesticideresiduesapply  

（TexIⅥri【h EEA re】evan（e）  

（4） The measures provjded fbl－in this Regulation arei71  
ac（OrdaI一〔e With the op＝lion of －he standing  
Commit†ee on the rood Chain and AnjnlalIiealth．   

（5）lndividualMRL5havenotyetbeenrequil・edfol・肘1，and  
for〔rOPS eX〔lusively rTleant for aninlalfeed，and no  

jnformatio－1is avajlable a5a basis fbr setting MRLsLIt   
isappropnatetoallowforthetimeneededtogenel・ateOr  
collect thisinfomlation．】t j5 COnSidered that a time  

Period o［three years should be suffi〔ient to generate  

oI・cOlle⊂tthisinfblて¶ation，   

HAS ADOPTE［）THIS RECULAT10N：  

ArIi亡lビI   

ThetextintheAnnextothisRegulatjonisaddedasAnnexIto  
Regulation（E⊂）Nt）う9棋On5．  

Ar！f〔Jピコ   

ThisRegulatjonshallenterintofor〔eOnthe2（油dayfo1lowlng  
itspubli〔ationinthe柳idLIoumatす一hcE7JTOPCdnL］ntonL  

THE COMMISS10N OF THE EUROPEAN⊂OMMしN汀IES，  

11avlng regard to the Treaty estab＝shing the European  
Commtlnity，  

llavjngl・egat・dtoRegulatjon（EC）No396／20（）50ftheEuropean  

Parliament and of the Coundlof23 FebruaIγ 2005 0n  
maズjnlu－11l・eSidueleve150fpesticjdesinandonfoodand［eed  
ofplant and anima】ol・jgin and arr）endlng Coun〔j】Dil・e〔tive  

9り4叫EE（】），andjnpa11iculal■A11j〔le4（1）thel■紺r，  

Whet－eal：  

川 h a〔COI・dan（elVilh Regu】ation（EC）No 59（－ノ2005，  
＾nnexesl，lI，I11and】V to that Regulation al．e tO be  
establi5hed by the Commission，their e5tabIishnlent  
being a condition forthe application of⊂haptersII，11l  
andVofthat Regu】ation．  

（2）Iti5neCeSSaIγtO血dudejn AnnexJtoRegu】a【ion（EC）  
No 396／2005 allproducts for whi〔h presently  
Comnlun－tyOrnationalMRLsexistaswe11asthose br  
wlli〔hjtisappropnatetoapplyhallTlOnisedMRl」S・  

（3） Regulation（EC）No 396／2005 should therelbre be  
anlendedac〔Ording】y・  

ThjsRegulation shallbebinding一一一itsentiretyand directlyappHcablein a】1MerTlberStates・  

DoneatB111SSel5，1Febl¶al）r2006・  

Fo†fhc Commf5血n  

Markos KYPR！ANOしJ  

Mぐm♭rr申hビCommfs～ion  

（り0＝一70」16・う▲2nOう，Pl   
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参考資料②－2  AsofApr‖1s†′20∽   

カカオ豆の残留農薬に関する2008年9月1日施行予定のEリボジティブリスト制度と本邦ポジティブリスト制度における州RLの対  
（CCA」）   

農薬有効成分名   EU【0る00000）  EU（0‘40000）   JopcIn   

l′トDICHLORO－2，2－BISt4－ETHYLPHENYL）ETHANELF）   0．l＊   0．l♯   0．Ol一律基準として   

l，2－DJBROMOETHANELETHYLENED旧ROMrDEHF）   0．02＊   0．02＊  ND   

l，2－DICHLOROETHANE（ETHYLENEDICHLORIDE）（F）   0．02十   0．02＊   0．Ol一律基準として   

l，3－DICHLOROPROPENE   0．05＊  0．01一律基準として   

トMETHYLCYCLOPROPENE   0．02♯   0．02★   0．01一律基準として   

1－NAPHTHALENEACET［CACID  0．1   
トNAPHTHYLACETAMIDE   0．05■  0．01一律基準として   

トNAPHTHYLACETICACID   0．05＊  0．01一律基準として   

2．2－DPA  0．05   
2′4DB   0．1＊   0．1＊   0．01一律基準として   

2′4．5一丁rF）   0．05：   0．05＊  ND   

2．4－D（SU州OF2．4－DANDITSEST亡RS【XPR【SS【DAS2．4－D）   0．1＊   0．1＊   0．Ol一律基準として   

4－CPA  0．02   
ABAMECTiN（S］MOFAVERMECTINBIA，AVERMECTtNBIBANDDELTA－8．91SOMEROFAVERMECTiNBIA＝   0．02＊   0．02＊   0．008   
ACEPHATE  0．05＊   0．01一律基準として   

ACEQU）NOCYL   0．01＊  0．02   
ACETAMIPRID（R）   0．1＊   0．1＊   0．01一律基準として   

ACETOCHLOR   0．01■  0．0】一律基準として   

ACEBENZ（⊃LAR－S－METHYL   0．05■   0．05＊   0．01一律基準として   

ACLONIFEN  0．05＊   0．Ol一律基準として   

ACRINATHRZN（F）   0．05＝  0．Ol一律基準として   

ALACHLOR   0．05＊  0．01一律基準として   

ALDICARB（SUMOFALDICARB，LTSSULFOX＝⊃EAND汀SSULFONE，EXPRESSEDASALDICARB）  0．05＊   0．01一律基準として   

ALDRFNANDDEELDRIN（ALDR［NANDDIELDRINCOMBFNEDEXPRESSEDASDfELDR［N）（F）  0．05   0．1   
AMIDOS］LF］RON   0．05＊  0．01一律基準として   

AMITRAZ（AMITRAZ】NCL〕DINGTHEMETABOL［TESCONTYAINJNGTHE2，4－DIMETHYLANIL】NEM01TYEXPRESSEDASAMITRAZ）   0．1＊   0．1＊   0，0†一律基準として   

AMlTROLE   0，02   0．02  ND   
ANルAZIN巨   0．05＊  0．01一律基準として   

ARAMITE任）   0．lホ   0．1ホ   0．01一律基準として   

ASULAM   0．05■  0．02   
ATRAZIN巨（F）   0．1＊   0．1書   0．01一律基準として   

AZADFRACHTIN   0．01＊  0．01一律基準として   

AZIMSULF〕RON   0．l＊   0．1＊   0．Ol一律基準として   

AZINPHOS－ETHYL（F）   0．05＊   0．05■   0．01一律基準として   

AZINPHOSrMETHYL（F）   0．1★   0．1＋   0．01一律基準として   

AZOCYCLOTZNANDCYHEXATIN（SUMOFAZOCYCLOTINANDCYHEXAT】NEXPRESSEDASCYHEXATIN）  0．1＊  ND   

AZOXYSTRO引N  0．1＊   0．02   
BARBAN（F）   0．1♯   0．1＊   0，01一律基準として   

BEFLUBUTAM】D   0．1＊  0．01一律基準として  
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